
(対区韮ヨ｡副大臣。政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

民事局作成
石井苗子議員（維新）

1問司法書士及び土地家屋調査士について， これ
まで使命規定がなかった理由は何か，法務大臣
に問う。

〔現行法の趣旨〕

現行の司法書士法第1条。土地家屋調査士法第1条

は，昭和53年の法改正の際に新設されたもので，法

律自体の「目的」を定める規定である。

〔現状一役割の重要性〕

その後， 司法書士。土地家屋調査士は，専門資格者
としてその職域を確立し，近年は，その業務内容が拡

大し，社会において重要な役割を果たすようになって
きている。

また，最近では，所有者不明土地問題の解決等のた

め登記制度の適正化が重要な課題となっており，その

専門職者としての職責は極めて重くなっているといえ
る。

〔改正法の趣旨一使命と職責の自覚〕

このような状況を踏まえると，司法書士。土地家屋口



調査士が，我が国社会において専門家として認知され

ていることを前提に， その使命を明らかにする規定を

設けることにより，個々の司法書士“土地家屋調査士

の方々に自らの使命感と職責をさらに高めていただ

き，幅広い分野において活躍していただくことは重要

であると考えられる。

そこで，今般， 司法書士法及び土地家屋調査士法に

使命規定を設けることとしたものであ劃

(参考）参照条文

=言佶

2

改
－

_L三法 現行法

(司法書士の使命）

第一条司迭臺土』圭一聖
法律の定めるところにより
その業務とする書記、供託 、

訴訟その他の法律事務の専

明家坐して、国民の権利を

擁講し、 ＃)って自由かつ公

TFな社会の形成に寄与する

ことを使命とする。

(目的）
第一条 この法律は、司法
書士の制度を定め、 その業
藩の滴正を図ることによ

り 垂 答記、供託及び訴訟等

に閨する手続の適正かつ円

滑な実施に沓し、もって国

民の権禾l1の保護に寄与する

ことを目的とする。

改
一

1言法 現行法

(十蝋家屋調査士の使命）

第一条 士地家屋調査士
(以下「調杳士｜ という。 ）
は 、 不動産の表示に関する

脊記及び士地の筆界（不動

(目的）
第一条 この法律は、土地
家屋調杳士の制度を定め、
その業務の滴正を図ること
に上り 廷 不動産の表示に関



|産登記法（平成十六年法律 |する登記手続の円滑な実施
第百二十三号）第百二十三 に資し、 もって不動産に係
条第一号に規定する筆界を
いう。第三条第一項第七号
及び第二十五条第二項にお
いて同じ。 ）を明らかにす

る国民の権利の明確化に寄
与することを目的とする。

る業務の専門家として、不
動産に関する権利の明確化
に寄与し、 もって国民生活
の安定と向上に資すること
を使命とする。

内線■ |】携帯村松民事第二課長民事局【責任者
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参・法務委員会

対法務当局（法制部）

平成31年4月11日 （木）

石井苗子議員（維新）

2問 日本司法支援センター，通称法テラスで実施して

いる「特定援助対象者法律相談援助」について，司法

書士の活用を検討すべきだと思うが，法務当局の見解
を問う。

〔特定援助対象者法律相談援助の内容と実施件数について〕

日本司法支援センター，通称法テラスでは，平成30年1

月24日から，認知機能が十分でない高齢者・障害者等を対

として，福祉機関等からの連絡を受け，弁護士・司法書士象

が出張して法律ｷ職を行うアウトリーチ型の「特定援助対象

者法律相談援助」を実施している。

同援助については，平成31年3月27日現在で，速報値

で合計676件の利用実績があるところ， このうちヨ迭壹土

が実施したものは55件であり，その割合は約8i lパーセ

ントとなっている。
－

同一期間の一般の民事法律扶助における法律相談援助の全

このうち司法書士事件数が速報値で37万755件であり，

が実施したものの割合が約1． 8％（注）であることと比べ

ると，特定援助対象者法律相談援助における司法書士の実施

割合が高いことが見て取れるところであり，同援助の運用開

始前に司法書士会等と連携しつつ，同援助の利用につき，司

法書士会内や福祉機関への周知・広報を徹底したこともあっ

て，司法書士の方々には，法テラスの同援助を積極的に利用

し，相談に当たっていただいているものと承知している。

（注） 6， 791件
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〔結論－法務省としても必要な協力〕

引き続き，市民に身近な法律家である司法書士の方々が，

より一層，法テラスの特定援助対象者法律相談援助を積極的

に利用して法律相談を行っていただけるよう，法務省として

も必要な協力をしてまいりたい。
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
石井苗子議員（維新）

3問戒告が官報公告されるにもかかわらず，聴聞を経る
必要はないという立法例として,他にどのようなものが
があるのか，法務当局に問う。

（答）

例えば，弁護士法においては，戒告を含めた懲戒の処分につ

いて,その内容を官報公告しなければならないとされているが，
戒告の処分について，聴聞を経ることを必要とする規定は設け
られていない。

また，税理士法においても同様に，戒告を含めた懲戒の処分
について，その内容を官報公告しなければならないとされてい
るが，戒告の処分について，聴聞を経ることを必要とする規定
は設けられていない。

(参考）戒告処分について聴聞手続を必要としている例

社会保険労務士，弁理士，公認会計士

（参照条文）

○弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）

（懲戒の種類）

第五十七条弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

一戒告

二～四 （略）

第六十四条の六 （略）

2 （略）

3

遅滞なくL懲戒の処分の内容を官報をもって公告しなければならない。きは、

(行政手続法の適用除外）

－ 1 －



第四十三条の十五弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第二章､ 第三章及び第四章の二の規定は、適用しない鉦

（行政手続法の適用除外）

第四十九条の二旦本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手

（懲戒委員会の審査手続）

第六十七条 （略）

2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、か

つ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、

委員長の指揮に従わなければならない。

3 （略）

○税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）

（懲戒の種類）

第四十四条税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

一戒告

二・三 （略）

舅四十五条又は第匹第四十八条

○社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）

（聴聞の特例）

第二十五条の四厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒

告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八

十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴

聞を行わなければならない。

2 ． 3 （略）

（懲戒処分の通知及び公告）

第二十五条の五

封予分､.悪き大少 1髪戒処分をした その旨を、その理由を付記した書面により当該社会ときは、遅滞なく、

－2－



○弁理士法（平成十二年法律第四十九号）

（懲戒の手続）

第三十三条 （略）

2 ． 3 （略）

4 経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしよう

とするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による

意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 （懲戒処

分の公告）

5 （略）

第三十六条経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その

○公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）

（処分の手続）

第三十二条 （略）

2 ． 3 （略）

4 内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により第二十九条第一号又は第二

号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）

第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。

5 （略）

（調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告）

第三十四条 （略）

2 （略）

3 内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により懲戒の処分をしたときは、

その旨を公告しなければならない。

－3‐



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
石井苗子議員（維新）

4問清算が結了した法人に対して，業務停止や解散の処
分をした場合の実際的な効果は何か，法務当局に問う。

(答）

1 現状

現行の司法書士法・土地家屋調査士法においては，清算を
結了した司法書士法人・土地家屋調査士法人については，法
人格が消滅し，処分の名宛て人が消滅するため， これに対し
てはもはや懲戒処分をすることができないものと解される。
そのため， このことを利用して， 司法書士法人・土地家屋
調査士法人について，清算を結了させて法人格を消滅させる
ことによって，不当に懲戒処分を免れるという事態が生じ得
る。

2 改正法案の趣旨及び概要

そこで，改正法案においては，その対策として，懲戒の処
分の手続に付された法人については,清算結了後においても，
懲戒処分をすることを可能とするべく，その法人は存続する
ものとみなす旨の規定を設けることとしている （新司法書士
法第48条第2項，新土地家屋調査士法第43条第2項） 。
3 清算結了後の法人に対する処分の実際的な効果
このように，清算結了後の法人についても，存続するもの
とみなして懲戒処分を行うことの効果としては， 当該法人に
懲戒事由があったことを社会的にも明らかにするという実際
的な効果があることのほか（注1），司法書士法人・土地家
屋調査士法人が，解散又は業務の全部の停止を受けた場合に
おいて，その処分を受けた日以前30日以内にその社員であ
った者でその処分を受けた日から一定の期間（注2）を経過

-l-



しないものについては，他の司法書士法人の社員になること

ができないという法律上の制約を受けることが挙げられる。

（注1）懲戒処分は公告される（司法書士法第51条，土地家屋調査士

法第46条） 。

（注2）司法書士法人・土地家屋調査士法人が処分を受けた日以前30
汎ろき･か琴叶浄円カユF，3年（萎澤の壱食岩日内にその社員であった者でその

当該業務の全部の停止の期間の停止の処分を受けた場合にあっては

を経過しないものは，他の法人の社員になることができない（新司法書
士法第28条第2項第2号,新土地家屋調査士法第28条第2項第2号)。

(参照条文）

（社員の資格）

第二十八条司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。

2 次に掲げる者は、社員となることができない。

一第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過し

ない者

二第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を

受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であった者でその処

‐2－

改正法 現行法

(司法書士法人に対する懲戒）

第四十八条 （略）

2
－

前項の担声に上る処分の手続に付され

た司法書士法人は、清算が結了した後_に

鱈い-r*､ _ :ーの音の損宇の滴用について

は1-当該手続が結了するまで、なお存嘘

且するものとみなす。

(司法書士法人に対する懲戒）

第四十八条 （略）

2 （略）
－－



分を受けた日から三年（業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては、当該業務の

全部の停止の期間）を経過しないもの

三司法書士会の会員でない者

○新土地家屋調査士法

（社員の資格）

第二十八条調査士法人の社員は、調査士でなければならない。

2 次に掲げる者は、社員となることができない。

一第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過し

ない者

二第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受

けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であった者でその処分

を受けた日から三年（業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては、当該業務の全

部の停止の期間）を経過しないもの

三調査士会の会員でない者

－3－

改正法 現行法

(調査士法人に対する懲戒）

第四十三条 （略）

且前項の規定による処分の手続に付され

た司法書士法人は、清算が結了した後に

おいても、この章の規定の適用について

F÷ 皿と曼去＝塞我ミ珪一マーナス主マ急 ナ戸セミ左繧

するものとみなす。

(調査士法人に対する懲戒）

第四十三条 （略）

2 （略）
■■■■■■■■■



(対閃到･副大臣･政務官）
4月1 1日 （木）参・法務委

民事局作成
山口和之議員（維新）

問一歪葎両専門家~王~Cて面~司法書壬の質を担保
するためには，登録前研修を義務化し，そこで
あわせて簡易裁判所代理権を取得するための研
修も行うようにするべきではないかと思うが，
法務大臣の見解を問う。

1

〔研修の現状〕

現在， 司法書士の研修については， 日本司法書士

会連合会の会貝llに基づく研修や，全国各地の各司法

書士会が独自に行う研修等が実施されているとこ

ろ， 司法書士試験合格後の登録前研修（注1）及び
簡裁訴訟代理権を取得するための研修（注2）につ

いては，全ての司法書士に受講義務があるとはされ

ていないものと承知している。

〔登録前研修の義務化について〕

御提案のあった登録前研修の義務化も司法書士の

質を担保する手段の一つであると認識している。

他方で，現在，実施されている登録前研修は， 日

本司法書士会連合会や各司法書士会において自主

的に実施されているものであって，研修生の受講意

欲の向上に向けた研究や工夫も重ねられているも
のと承知しており，そのような自主性を尊重するこ

1



とも重要であると認識している。

法務省としては，今後も日本司法書士会連合会等

の関係団体と連携しつつ， 司法書士の質を担保する

ための方策について検討してまいりたい。

〔簡裁訴訟代理権を取得するための研修の義務化につ
いて〕

また，簡裁訴訟代理権を取得するための研修は司

法書士法の規定（注S)に基づくものであり，研修
内容についても研修時間を100時間以上とする
など所定の基準を充足することが必要となるもの
である。このことに鑑みると，簡裁訴訟代理業務を
行う予定のない者も含めて全ての司法書士にその
受講義務を負わせることについては，受講者の負担
なども考慮する必要があることから，慎重な検討を

要すると考えている』

(注1） 登録前研修（新人研修）は， 日本司法書士会連合
会が行う①中央研修（集合研修） ，②ブロック新人研修，
各司法書士会が行う③司法書士会研修（事務所配属研修：
6週間以上）に分かれている。このうち①の中央新人研修
の平成29年度試験合格者の受講率は，約90%である。

(注2） 簡裁訴訟代理権を取得するための研修は，司法書

2



士法第3条第2項第1号に基づき， 日本司法書士会連合会

が実施する研修であり，この課程を修了した者であること

が,簡裁訴訟代理権関係業務を行う要件の一つとされてい

る。なお，簡裁訴訟代理権関係業務の権限を有する認定司

法書士は平成29年4月1日現在約1万7000人(司法

書士全体は約2万2千人）である。

(注3）司法書士法第3条第2項

｜ 前項第六号から第八号までに規定する業務（以下「簡裁

訴訟代理等関係業務」という。 ）は、次のいずれにも該当

する司法書士に限り、行うことができる

一簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める

法人が実施する研修であって法務大臣が指定するもの

の課程を修了した者であること。

二前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴

訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認

定した者であること。

三司法書士会の会員であること。

2

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 |】

3



(対閃到｡副大臣･政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

民事局作成
仁比聡平議員（共産）

T問一司蔑書壬及び王晒家屋調査壬について，それ
ぞれの専門職者としての意義・役割を，法務大
臣に問う。

〔司法書士について〕

1 司法書士は， 司法書士法の定めるところによりそ

の業務とする各種の法律事務の専門家として，王動

場面や民事紛争の場面など国民生活の様産取引の

々な場面において，国民に身近な法律家として型国
これを擁護する役割を果たして民の権利を実現し

おられるものと承知している。

〔土地家屋調査士について〕

2また，土地家屋調査士は，不動産の表示に関する

登記の専門家であり，また，土地の筆界（ひつかい）

に関する専門家として，不動産取引の場面のほか，

法務局における筆界特定手続の円滑な運用（注）や
我が国における地図の整備にも尽力し，登記所備付

に関する権利の明確化に寄与しておられる不動産

ものと承知してい劃
(注）平成17年の不動産登記法の改正により，筆界特定制

1



度が創設され，土地家屋調査士は，その手続の申請代理人と

して主体的に関与しているほか,同制度の筆界調査委員の主

たる担い手ともなっている。

(参考）参照条文
(）新石

2

改
－

_L三法 現行法

(司法書士の使命）

第二全 司法書士は、 この法
律の定めるところによりそ

の業務とする巻記、供託、訴

訟その杣の法律事務の専門

零三焉毛冒謡製壼需
今の形成に寄与することを

俺命とする。

(目的）
聿第一条どの法律は、司法曰

業務十の制麿券赤め、その の

滴~iF券図ることにより、登

記、供託及び訴訟等に関する

手続の滴正かつ円滑な実施

に沓し、 ＃､って国民の権利の

俣謹に寄与することを目的

l全する、

改I弓洪 王
一
乱行法

(十蝋家屋調査士の使命）

棗=条土地塞室固査型以
下「調杳士｜ という。 ）は、
不動産の表示に閨する登記

乃ぴ十伽の筆界（不動産登記

注（平成十六年法律第百二十

二号）第百二十三条第一号に

領市する筌界左いう。第三条

篭一項第七号及び第二十五

条篭二項において同じ。 ）を

詳睾票 鶚壽
ヨ

の明確化に寄与し、もって国

(目的）
第一条 この法律は、

」
ー

屋調杳七の制度を定め、

I

也家
その

挙藩の滴正左図ることによ

肌不動産の表示に関する登

記手続の円滑な実施に資し、

*､って不動産に係る国民の

権禾lIの明確化に寄与するこ

とを目的とする。

奎弓



｜

’

○不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）
（定義）
第百二十三条この章において､次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一筆界表題登記がある一筆の土地（以下単に「一筆の
土地」という。 ）とこれに隣接する他の土地（表題登記
がない土地を含む。以下同じ。 ）との間において、当該
一筆の土地が登記された時にその境を構成するものと
された二以上の点及びこれらを結ぶ直線をし ○

ア
ワ
､

内線■ 携帯 |】村松民事第二課長民事局【責任者

3

民生活の安定と向上に資す
ることを使命とする。



(対沃囿。副大臣・政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

民事局作成
仁比聡平議員（共産）

薑王協議妻等の行~ﾗ入権擁護活
重要だと思うが，法務大臣の認

問全国青年司》
動については，
識を問う。

2

〔司法書士会の人権擁護活動について〕

（御指摘のとおり， ）司法書士は， 日本司法書士

会連合会に「市民の権利擁護推進室」を設置_L,経

済的困窮者や高齢者の権利擁護などに関する様々

な事業を行っている（注1） 。また，全国青年司法

書士協議会等の団体において， 「全国一斉生活保護
1 10番」や「全国一斉養育費相談会」といった様

々な相談会を行うなど，様々な人権擁護活動を行っ
ていただいているものと認識している。

〔結論〕

(注2），国民にとって身近な法律家司法書士は

その専門性を活かそのような司法書士が，であり，
－

しながら，人権擁護活動の一翼を担っていただく
一
」

とは重要なことであると考えていゑJ

(注1） 日本司法書士連合会では，平成29年2月，市民の
権利擁護推進室の下に7つの部会を設置し,各種社会貢献
・人権擁護活動を実施している。

1



1．経済的困窮者の権利擁護部会
2．高齢者の権利擁護部会
3．障がい者の権利擁護部会
4子どもの権利擁護部会
5ゞ 自死問題対策部会
6．犯罪被害者等支援部会
7．セクシュアル・マイノリティの権利部会

（注2）平成14年4月5日衆。法務委細川律夫君（民主）
に対する大臣答弁
○森山国務大臣 （前略）司法書士の皆さんは、今までは登
記の代理の業務とか裁判所に提出する書類の作成など
を中心にいたしまして､全国にあまねく所在しておられ
まして､むしろ弁護士さんよりは全国の隅々に広くいら
っしゃって、国民に身近な法律家という役目を従来も果
たしておられました。
今回認められます簡易裁判所における代理権を有す
る司法書士がふえてまいりますと、従来に増して国民に
とって身近な、そして頼りがいのある法律家として、そ
の分野においてさらに大きな役割を果たしていただけ
るのではないかと期待しております。

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯| －ロ

2



(対閃到･副大臣。政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

民事局作成
仁比聡平議員（共産）

3問使命規定を置き，その使命の一つとして， 司
法書士が，憲法上保障される人権を擁護する主
体であることを明確にするものだと理解してい
るが， どうか，法務大臣に問う。

〔 「国民の権利を擁護」という文言の理解について〕

改正法案第1条は， 司法書士の使命を規律するも

のであり， 司法書士を主体とした上で,_国民の権利

を擁護することをその使命として明確にするもの

である。

そして， 司法書士が， 「国民に身近な法律家」と

して，幅広く国民の権利を擁護することが期待され
ていることに照らせば，ここでいう「権利」の内容

て， 当然,憲法上の基本的人権も含まれるものとし

と考えていゑ二1

(参考）参照条文
〔）新辰

1

改
■■■■■

1三法 現行お
一

一

弐

(司法書士の使命）

第一条 司法書士は、 この
法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託 、

訴訟その他の法律事務の專

(目的）
第一条 この法律は、司法
書士の制度を定め、 その業
藩の滴正を図ることによ
り 、 脊記、供託及び訴訟等



Ⅱ

内線■ |】携帯村松民事第二課長民事局【責任者

2

１
擁護し、 もって自由かつ公
'9家として、国民の権利を

正な社会の形成に寄与する

ことを使命とする。

に関する手続の適正かつ円
滑な実施に資し、もって国
民の権利の保護に寄与する
ことを目



(対閃到･副大臣・政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

民事局作成
仁比聡平議員（共産）

4問使命規定T三~｢国民」とあるがF外国人喜謂F際
する趣旨ではないと理解してよいか，法務大臣
に問う。

改正法案による改正後の司法書士法第1条の使命

規定においては， 「国民の権利を擁護し」との文言が

使用されているが，その趣旨は，外国人の権利の擁護

を除く趣旨のものではなり

(参考）参照条文
○新司法書士法
|改正法 現行法

(目的）(司法書士の使命）
第一条この法律は、司法司法書士は、この第一条
耆士の制度を定め、その業法律の定めるところにより
務の適正を図ることによその業務とする登記、供託、
り、登記、供託及び訴訟等訴訟その他の法律事務の専
に関する手続の適正かつ円門家として、国民の権利を
滑な実施に資し、もって国擁護し、もって自由かつ公

ｲーローー

民の権利の保護に寄与する正な社会の形成に寄与する
ことを目的とする。ことを使命とする。

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 |】

1



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
仁比聡平議員（共産）

5問懲戒権者を法務大臣とし，一定の権限は法務局又は
地方法務局に対して委任するようだが,事実の調査につ
いては，これからも司法書士会に委嘱して行われるとい
う理解でよいか，法務当局に問う。

（答）

1 改正法案では， 司法書士・土地家屋調査士等に対する懲戒
については，法務大臣が行うこととしているが，他方で，法
務大臣は，その権限を法務省令で定めるところにより，法務
局又は地方法務局の長に委任することができるものとしてい
る （司法書士法第71条の2，土地家屋調査士法第66条の
2） 。

これは，懲戒事由の存否の判断に係る事実面の調査などに
ついては，対象となる司法書士や土地家屋調査士の活動範囲
に近接した各法務局・地方法務局の長が行うのが合理的であ
ることが少なくないと考えられることから，その権限の一部
を委任することを可能としたものである。

2 そこで，改正法案の施行後においても，懲戒に係る手続の
うち，事実の調査等については，法務省令に規定を設けるこ
とで，全国の法務局・地方法務局の長に委ねることを予定し
ている （注1） 。

そして， この法務局又は地方法務局の長が行う事実の調査
については， 引き続き，必要に応じて，各司法書士会にも委
嘱することを想定している （注2） 。

(注1）なお， これは，飽くまでも事実の調査など一部の権限
を法務局・地方法務局の長に委任することを想定しているも
のであり，例えば事実の認定や処分の量定については，法務
大臣がその権限を行使することとなる。

－ 1 －



(注2）現在，司法書士に対する懲戒については，全ての事案

について， 司法書士会に調査を委嘱している。

（参照条文）

○新司法書士法

‐2－

改正法 現行法

(司法書士に対する懲戒）

第四十七条司法書士がこの法律又はこの

法律に基づく命令に違反したときは、法務

大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる

処分をすることができる。

一

一
一

戒告

二年以内の業務の停止

三業務の禁止

(司法書士法人に対する懲戒）

第四十八条司法書士法人がこの法律又は

この法律に基づく命令に違反したときは、

法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次

に掲げる処分をすることができる。

一

二

戒告

二年以内の業務の全部又は一部の停止

三解散

2前項の規定による処分の手続に付され

た司法書士法人は、清算が結了した後にお

いても、 この章の規定の適用については、

当該手続が結了するまで、なお存続するも

のとみなす。

(司法書士に対する懲戒）

第四十七条司法書士がこの法律又はこの

法律に基づく命令に違反したときは、その

事務所の所在地を管轄する法務局又は地方

法務局の長は、当該司法書士に対し、次に

掲げる処分をすることができる。

一

二

(同上）

(同上）

三 （同上）

(司法書士法人に対する懲戒）

第四十八条司法書士法人がこの法律又は

この法律に基づく命令に違反したときは、

その主たる事務所の所在地を管轄する法務

局又は地方法務局の長は、当該司法書士法

人に対し、次に掲げる処分をすることがで

きる

一

二

0

(同上）

(同上）

三 （同上）

2 司法書士法人がこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反したときは、その従た

る事務所の所在地を管轄する法務局又は地

方法務局の長（前項に規定するものを除



く｡ ）は､当該司法書士法人に対し､次に
掲げる処分をすることができる。ただし、

当該違反が当該従たる事務所に関するもの

であるときに限る。

一戒告

二当該法務局又は地方法務局の管轄区

域内にある当該司法書士法人の事務所につ

いての二年以内の業務の全部又は一部の停

止

（懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司法書

士法人にこの法律又はこの法律に基づく命

令に違反する事実があると思料するときは、

当該司法書士又は当該司法書士法人の事

務所の所在地を管轄する法務局又は地方法

務局の長に対し、当該事実を通知し、適当

な措置をとることを求めることができる。

2前項の規定による通知があったときは、

同項の法務局又は地方法務局の長は、通知

された事実について必要な調査をしなけれ

ばならない。

3 法務局又は地方法務局の長は、第四十

七条第二号又は前条第一項第二号若しくは

第二項第二号の処分をしようとするときは、

行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

十三条第一項の規定による意見陳述のため

の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな

ければならない。

4． 5 （同上）

（懲戒の手続）

第四十九条何人も、司法書士又は司法書

士法人にこの法律又はこの法律に基づく命

令に違反する事実があると思料するときは、

法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当

な措置をとることを求めることができる。

2前項の規定による通知があったときは、

法務大臣は、通知された事実について必要

な調査をしなければならない。

3 法務大臣は、第四十七条第一号若しく

は第二号又は前条第一項第一号若しくは第

二号に掲げる処分をしようとするときは、

行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

十三条第一項の規定による意見陳述のため

の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな

ければならない。

4． 5 （略）

（権限の委任）

第七十一条の二この法律に規定する法務

大臣の権限は、法務省令で定めるところに

－3－



○新土地家屋調査士法

－4－

より、法務局又は地方法務局の長に委任す

ることができる。

(新設）

改正法 現行法

(調査士に対する懲戒）

第四十二条調査士がこの法律又はこの法

車に基づく命令に違反したときは、法務大

豆は、当該調査士に対し、次に掲げる処分

をすることができる。

一

一
一

戒告

二年以内の業務の停止

三業務の禁止

(調査士法人に対する懲戒）

第四十三条調査士法人がこの法律又はこ

の法律に基づく命令に違反したときは、法

務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲

げる処分をすることができる。

一

二

戒告

二年以内の業務の全部又は一部の停止

三解散

2 前項の規定による処分の手続に付され

た調査士法人は、清算が結了した後におい

ても、この章の規定の適用については、当

該手続が結了するまで、なお存続するもの

とみなす。

(調査士に対する懲戒）

第四十二条調査士がこの法律又はこの法

律に基づく命令に違反したときは、その事

務所の所在地を管轄する法務局又は地方法

務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げ

る処分をすることができる。

一

一
一

(同上）

(同上）

三 （同上）

(調査士法人に対する懲戒）

第四十三条調査士法人がこの法律又はこ

の法律に基づく命令に違反したときは、そ

の主たる事務所の所在地を管轄する法務局

又は地方法務局の長は、当該調査士法人に

対し､次に掲げる処分をすることができる。

一

二

(同上）

(同上）

三 （同上）

2 調査士法人がこの法律又はこの法律に

基づく命令に違反したときは、その従たる

事務所の所在地を管轄する法務局又は地方

法務局の長（前項に規定するものを除く。）

は、当該調査士法人に対し、次に掲げる如

分をすることができる。ただし、当該違反
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(懲戒の手続）

篭四十四条何人も、調査士又は調査士法

人にどの法律又はK-の渋律に茎づく命令に

這辰する事実があると思料するときは、法

雑大臣に対し、当該事実を通知し、適当な

搭雷左とることを求めることができる。

’前項の損宇による涌知があったときは、

洪譲大戸は‐涌知された事実について必要

な調査をしなければならない｡

2 洪慾大臣は．第四十二条第一号若しく

吐篭三号叉は前条笛一項第一号若しくは第

一号に掲げる処分をしようとするときは、

行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

＋＝条篭一項の規牢による意見陳述のため

の手続の灰分にかかわらず、聴聞を行わな

ければならない。

4． 5 （略）

(権限の委任）

第六十六条の二 この法律に規定する法務

大戸の権限は‐法務省令で定めるところに

上り‐法務局又は跳方法務局の長に委任す

ることができる｡



○司法書士法施行規則（昭和五十三年法務省令第五十五号）

（司法書士法等違反に関する調査）

第四十一条の二法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法

に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有す

る登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に

委嘱することができる。

2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、

委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3 略

○土地家屋調査士法施行規則（昭和五十四年法務省令第五十三号）

（調査士法等違反に関する調査）

第三十九条の二法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法

に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有す

る登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委

嘱することができる。

2 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委委2 調査士会は、副｣貝の規疋によ●諏宜Uﾉ安蠣逵又vノ ノと色ごvd-、 ー

嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3 略

－6‐



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
仁比聡平議員（共産）

6問除斥期間について， 10年以上前の業務につい
蒸し返し的に調査が開始され,処分がされるという
はなくなるということで良いか，法務当局に問う。

と
，て
こ

（答）

1 現状

現行法には，一定の期間を経過した後には懲戒処分をする
ことができないこととする除斥期間に関する規定が設けられ
ていない。

そのため，業務を行ってから相当程度の長期間を経過した
後に懲戒に関する調査が実施された際に， 当時の資料等が廃
棄されたり，記憶が忘失する等の事情により，司法書士・土
地家屋調査士において十分な防御をすることができなかった
事案があるとの指摘がされている。

また， このような事態を避けるために，司法書士・土地家
屋調査士は，業務に関する資料等の保存について相当な費用
を負担し続けなければならず，過大な負担となっているとの
指摘がされている。

2 改正法案の趣旨及び概要

こうした指摘を踏まえ，改正法案においては，司法書士・
土地家屋調査士の防御を可能にし， 関係資料等の保存の負担
を軽減する等の観点から，新たに7年の除斥期間を設けるこ
ととしている。

3結論

したがって，改正法案の下では，懲戒事由があったときか

ら，例えば， 10年以上が経過したものについて，蒸し返し
的に，調査がされ，懲戒処分がされるといった事態は生じな
いこととなる。

－ 1 －



(参考）経過措置

この改正に関して，改正法案附則では，施行日以後に行政

手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続を
開始する事案について適用することとしている（附則第4条

第2項，第8条第2項） 。

そこで，新設される除斥期間の規定は，施行前に懲戒の事
由が発生していても，施行日以後に行政手続法第13条第1
項の規定による意見陳述のための手続（聴聞手続）を開始す
る場合には，適用されることとなる。

（参照条文）

○新司法書士法

○新土地家屋調査士法

○司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案附則

（司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関する経過措置）

－2－

改正法 現行法

（除斥期間）

第五十条の二 懲戒の事由があったときか

F,十冒年葬経渦したときは、第四十七条又

は第四十八条第一項の規定による処分の

手続を開始することができなuo

(新設）

改正法 現行法

（除斥期間）

第四十五条の二 懲戒の事由があったとき

一

の手続を開始することができない｡

(新設）



第四条 （略）

2新司法書士法第五十条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規

定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

（土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置）

第八条 （略）

2新土地家屋調査士法第四十五条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第

一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

○行政手続法（平成五年法律第八十八号）

（不利益処分をしようとする場合の手続）

第十三条行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、こ

の章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一次のいずれかに該当するとき聴聞

イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益

処分をしようとするとき。

ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あ

て人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者

の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二前号イから二までのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与

2 （略）

－3－



民事局作成
糸数慶子議員（沖縄）

(対沃囿･副大臣･政務官）
4月1 1日（木）参・法務委

1

〔現行法と改正法案との相違点について〕

1 現行の司法書士法では，法律の目的として， 「こ

の法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正

を図ることにより、 （中略）もって国民の権利の保

護に寄与することを目的とする。 」と定めている。

そして，改正法案では， 司法書士の使命として，

「司法書士は、この法律の定めるところによりその

業務とする（中略）法律事務の専門家として、国民

の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成

に寄与することを使命とする《Jと定めることとし

ている。

〔国民の権利を「擁護」するとした理由〕

2 このように，現行法第1条は， 司法書士法という

法律の目的を規定するものであるため，同法により

実現される状態として，国民の権利が保護されるこ

｣l



とを掲げているものである。これに対し，改正法案

第1条は，司法書士の使命を規律するものであり，
国民の権利を守ってい司法書士を主体とした上で，

〈ということをその使命として規定するものであ
弁護士法るため，能動的な行為を表すものとして，

と同様に， 「擁護」との用語を使用するのがより適

切であると判断したものである。

〔「基本的人権」ではなく「国民の権利」とした理由〕

s また，弁護士の使命規定を定めた弁護士法第1条

と異なり，改正法案においては， 「基本的人権」と

の用語を使用していないが， これは，現行法第1条

が「国民の権利」との語を用いていたことを踏まえ

たものである｡」

(参考）参照条文
<）新石

2

改正法 現行法

(司法書士の使命）
第一条 司法書士は、 この
法律の定めるところにより
その業務とする登記、供託 、

訴訟その他の法律事務の専
閂家として、国民の権利を
擁謹し、 ＃〕って自由かつ公
正な社会の形成に寄与する

ことを使命とする。

(目的）

第二条三_Q迭鎧圭一亘迭
書士の制度を定め、その業
藩の滴正を図ることによ
り 、 啓記、供託及び訴訟等

に閨する手続の適正かつ円
滑な実施に資し、もって国
民の権利の保護に寄与する

ことを目的とする。



○弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）
（弁護士の使命）
第一条弁護士は，基本的人権を擁護し， 社会正義を実現
することを使命とする。

(略）2

■ 携帯 |】【責任者 民事局 村松民事第二課長 内線

3



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

2問土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人の数につい
て，最近5年間のそれぞれの推移を，法務当局に問う。

(答）

1 土地家屋調査士の人数の推移

士地家屋調査士の人数は，近年，減少する傾向にあり，各
年の4月1日時点において，

平成26年は1万7111人，

平成27年は1万7017人，

平成28年は1万6940人，

平成29年は1万6761人，

平成30年は1万6625人となっている。

2 土地家屋調査士法人の数の推移

他方で，土地家屋調査士法人の数は，近年，増加する傾向
にあり，各年の4月1日時点において，

平成26年は197，

平成27年は213，

平成28年は226，

平成29年は239，

平成30年は256となっている。

(参考）統計値は， 「土地家屋調査士白書2018」等による。

－ 1 －



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

3問土地家屋調査士法人は増えているが，土地家屋調査
士自体は減少傾向にある原因は何か，法務当局に問う。

（答）

土地家屋調査士法人の数は，土地家屋調査士の業務の内容が
多様化・大規模化していることや，一度設立された法人は相当
の期間は存続するのが通常であることなどから，次第に増加す
る傾向にある。

これに対し，土地家屋調査士の人数が減少傾向にある原因は

明らかではないが，近年，土地家屋調査士試験の出願者数自体

が減少傾向にあるため（注1） ，土地家屋調査士に新たに登録
される人数も大きく増加はしていないことが要因の一つである

と考えられる（注2） 。

現在， 自然災害に対する備えの充実や所有者不明土地問題へ
の対応などの観点から,登記所備付地図の作成作業の重要性が

これまで以上に高まっていることなどを踏まえると，土地家屋

調査士の業務に対する需要が高まることも予想される。

法務省としては，土地家屋調査士の業務の円滑な実施が阻害
される状況が生じないように，土地家屋調査士の業務を取り巻

く状況を注視するとともに， より多くの方々に土地家屋調査士
を目指していただけるよう，土地家屋調査士制度の広報等に努

めてまいりたい。

移
格
格
格
格

推
合
合
合
合

の
人
人
人
人

等
７
３
２
０

数
０
０
０
０

者
４
４
４
４

願出
願
願
願
願

験
出
出
出
出

試
人
人
人
人

士
４
９
８
７

査
５
５
５
３

調
７
６
６
８

屋
５
５
５
５

家地
年
年
年
年

土
６
７
８
９

，
Ｊ
２
２
２
２

１
成
成
成
成

注
平
平
平
平

く

1％）

1％）

1％）

9％）

７
７
７
６

く
く
く
く
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平成30年 5411人出願418人合格（7． 7％）

(注2）土地家屋調査士登録者数の推移

平成24年418人

平成25年366人

平成26年376人

平成27年418人

平成28年383人

（平成29年以降の統計値は，土地家屋調査士白書2018に記載

がない。 ）

－2－
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

4問土地家屋調査士が行うADRに関する業務の具体的
内容について，法務当局に問う。

(答）

1 全国50の土地家屋調査士会においては，土地の筆界が現
地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取

り扱う裁判外紛争解決手続機関,いわゆるADR機関として，

境界問題相談センターを設置している（注） 。
2 このセンターでは，境界が現地において明らかでないこと

を原因とする民事紛争の早期解決のために，土地家屋調査士
と弁護士とが調停人として当事者間での話合いによる解決の
支援を行っているものであり，典型的には隣接する土地の境
界について争いがあり，時効取得の成否が問題となる事案や，
越境している工作物の撤去や明渡しも併せて求めている事案
などが取り扱われる。

3 また，法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は，弁護士
と共同で受任して,ADR手続の代理人として業務を行うこ
とが可能である（土地家屋調査士法第3条第1項第7号，第

2項） 。

(注）このうち，裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づ

く認証を受けている境界問題相談センターは， 24会である。

なお， 「境界問題相談センター」は総称であり，各会において名称

は異なっている。

（参考）参照条文

○土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）

（業務）

－1 －



第3条調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを

業とする。

一～六 （略）

七土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界を

いう。第二十五条第二項において同じ。 ）が現地において明らかで

ないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続

（民間事業者が､紛争の当事者が和解をすることができる民事上の

紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当

事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続

（訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当

事者のため､公正な第三者が関与して､その解決を図る手続をいう｡）

をいう。 ）であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うこ

とができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行う

ものについての代理

八前号に掲げる事務についての相談

2 前項第七号及び第八号に規定する業務（以下「民間紛争解決手続代

理関係業務」 という。 ）は、次のいずれにも該当する調査士に限り、

行うことができる。この場合において､同項第七号に規定する業務は、

弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができ

る。

一民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人

が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した

者であること。

二前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代

理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三土地家屋調査士会（以下「調査士会」 という。 ）の会員であるこ

と。

3～5 （略）

○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成16年法律第1

51号）

－2－



（民間紛争解決手続の業務の認証）

5条民間紛争解決手続を業として行う者（法人でない団体で代表者

又は管理人の定めのあるものを含む。 ）は、その業務について、法務

第5条

大臣の認証を受けることができる。

－3－



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

5問土地家屋調査士が関与したADRの件数の近年の推
移について，法務当局に問う。

(答）

全国の境界問題相談センターにおける相談件数は，近年で

は，平成24年度の1092件をピークに減少し，平成27

年度に637件と最も少なかったものの，平成28年度には

688件,平成29年度には713件と増加傾向にある(注)。

また，調停の申立て件数は，平成29年度は38件と少な

かったものの，平成22年度から平成28年度まで，概ね約

50件から約60件前後で推移していると承知している。

調停件数(注） 全国の土地家屋調査士会ADRセンターの相談 ●

て
一
￥申
件
件
件
件
件
件
件
件

停
２
５
２
１
４
６
６
８

調
６
４
５
６
５
５
６
３

件
件
件
件
件
件
件
件

談
７
１
２
２
３
７
８
３

相
８
４
９
４
５
３
８
１

８
９
０
７
６
６
６
７

１

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

6問土地家屋調査士が関与するADRの件数が増加して
いない理由は何か，また，このADRに関する業務を増
やす方策はあるか，法務当局に問う。

（答）

1 全国の境界問題相談センターにおけるADRの利用件数が

伸びていない要因としては複数のものが考えられるが，その

一つとして，国民に対する周知が進んでおらず，知名度が十

分でないことがあるものと考えられる。

2 その対応策としては，法務省においても， これまで，法務

局と境界問題相談センターとが連携し，筆界特定制度及び土

地家屋調査士会ADR制度のそれぞれのメリットなどを記載
した共通リーフレットを作成するなどして，広報活動を行っ

てきたところである。

また，平成30年2月には， 当局民事第二課及び日本土地

家屋調査士会連合会の連名で， より効果的な連携方策を実施
するため， 「筆界特定制度と士地家屋調査士会ADR制度の

今後の連携方策について」を取りまとめたが（注） ，その中

では，広報の重要性を再確認しつつ，弁護士会のほか，裁判

所や地方公共団体等に対しても積極的に広報活動を実施して
いくこととしている。

3法務省としては， 引き続き，関係機関と連携して，士地家

屋調査士会の関与するADRの一層の周知に取り組んでまい

りたい。

(注） 「筆界特定制度と土地家屋調査士会ADR制度の今後の連携方策

について」 （平成30年3月26日付け法務省民二第157号民事第

二課長通知）
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

7問AI化の進展に伴う今後の司法書士の業態変化の方
向性についてどのように考えるか，法務当局に問う。

(答）

1 （委員御指摘のとおり）法律サービスの分野を含む極めて
幅広い分野において，人工知能を含む最先端の技術の活用が
進み，法律サービスの在り方等についても，様々な変化が起
こり得るとの予測が様々にされていることは認識している。
他方で，最先端の技術の具体的な活用方策としては様々な
ものが想定されるところであり，技術革新の成果がどのよう
に法律サービスの内容に影響を及ぼすのかについては， にわ
かに予測することも困難であり， 司法書士が現に提供する法
的サービスの内容や，司法書士が我が国の取引社会において
取引の安全や安定のために現に果たしている役割にどのよう
な影響を及ぼしていくものであるかについては，今後の技術
革新の推移等も踏まえつつ，注意深く見守る必要があるもの
と認識している。

2 いずれにしても，法律サービスにおけるIT技術の活用に
ついては，それが国民全体の権利利益を損なうことなく，法
律サービスの質の向上に資するものであるかといった観点を
含め，司法書士等の業務の在り方に与える影響についてよく
注視して参りたい。

(注）平成29年4月6日参・法務委元榮太一郎議員（自民）に対する
大臣答弁

○国務大臣（金田勝年君） 元榮委員が御指摘のリーガルテック、こ
れはリーガルとテクノロジーの造語であるというふうに承知してお
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りますが､法律サービス等の分野で人工知能といったような最先端

のIT技術を活用するものであると、このように理解しております。

その想定される具体的な内容というのは様々なものがあるものと認

識をいたしております。

弁護士等の提供する法律サービスにおけるIT技術の活用につき

ましては、それが国民全体の権利利益を損なうことなくサービスの

質の向上に資するものであれば普及が進むことは望ましいのではな
いかと、 このように考えておる次第であります。

－2‐



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

8問弁護士の方が司法書士及び土地家屋調査士よりも人
数が多い現状を踏まえ,司法書士や土地家屋調査士への
アクセスがしにくくなっているのではないか,司法書士
及び土地家屋調査士の人数を増やす必要があるのではな
いか，法務当局に問う。

（答）

1 現状

平成30年4月1日時点において， 司法書士の人数は約2

万2千人，土地家屋調査士の人数は約1万7千人となってい

る。

他方，弁護士の人数は，平成30年3月末時点において，

約4万人（注1）であるものと承知している。

所見

確かに，弁護士の人数は司法書士及び土地家屋調査士を合
計した人数を上回っているが，弁護士との比較において， 司

法書士・土地家屋調査士へのアクセスが困難になっていると

いった事態が生じているとはいえないものと認識している。

例えば， 司法書士についてみると，司法書士の人数は弁護

士の人数の半分程度であるものの，実際に司法書士の人数が

弁護士の人数を下回っている都道府県は，東京都，大阪府，

愛知県など一部の都道府県にとどまっているところである(注
2） 。

このように，都市部などを除けば， 引き続き，司法書士・

士地家屋調査士は，市民に身近な存在としてご活躍いただい

ていると認識している。

加えて， 日本司法書士会連合会においては，司法過疎地で

2
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の開業支援や巡回相談の実施などにも取り組まれているとこ
ろであり （注3） ，司法書士・土地家屋調査士には，今後と

も，市民に身近な存在として活躍していただくことを期待し
ている。

(注1）平成30年3月末時点の弁護士数（2018年版弁護士白書）
40， 066人

(注2）司法書士の人数が弁護士の人数を下回っている都道府県（20
18年版土地家屋調査士白書）

北海道，宮城県，千葉県，東京都，神奈川県，愛知県，京都府，

大阪府，岡山県，広島県，福岡県，沖縄県

’ 日本司法書士会連合会による司法過疎対策の取組内容（20

8年版司法書士白書）

・司法過疎地で開業予定の会員等への支援金の貸与

・司法過疎地での開業の情報提供等のためのフォーラムの開催

1(注3）

･司法過疎地での法律相談所の設置

･司法過疎地での定期的な巡回法律相談の実施 等
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成31年4月11日 （木）
糸数慶子議員（沖縄）

9問司法書士法人及び土地家屋調査士法人の継続の規定
を設ける趣旨は何か,いつまでに新たな社員を加入させ
れば，法人を継続させることができるのか，また，社員
が欠亡した法人の継続について，これを容易にするよう
な蒄乗や配慮などがあるのか，法務当局に問う。

(答）

1 改正法案の内容

改正法案では，死亡により社員が欠けて解散した司法書士
法人及び土地家屋調査士法人の清算人が，新たな社員を加入
させることにより， 当該法人を継続させることができる旨の

規定を新設している （新司法書士法第44条の2，新土地家
屋調査士法第39条の2） （注1） 。
2 法人の継続の規定を設ける趣旨

改正法案では，社員が一人の司法書士法人等の存続を許容
することとしているが， これに伴い，社員が死亡して法人が
解散に至るという事態が増加すると考えられる （注2） 。 こ
のとき，社員の死亡により解散した司法書士法人等が新たな
社員を加入させて継続する余地を認めなければ， 当該司法書
士法人等に社員とはなっていない司法書士等がいる場合であ
っても，その法人の依頼者は，別の司法書士等に改めて依頼
をしなければならないなどの事態が生じ，依頼者の利益が損
なわれるおそれがある。

そこで，改正法案では，死亡により社員が欠けて解散した
司法書士法人等について，法人の継続を可能にしたものであ
る。

3 継続することができる終期

解散した司法書士法人等は，清算結了に至るまで清算の目
的の範囲内で存続し，清算が結了することにより，法人格は
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消滅する（司法書士法第46条第3項において準用する会社
法第645条，土地家屋調査士法第41条第3項において準
用する会社法第645条） 。

したがって，法人を継続するためには，清算が結了に至る
前までに，新たに社員を加入させる必要もあると解される。
4法人の継続について， これを容易にするような対策や配慮
などがあるか

先ほど述べたとおり， 司法書士法人等が解散した場合につ
いては，依頼者を保護する観点からは，できるだけ， 当該法
人を継続させることなどにより，受任していた事件の処理が
滞らないようにする必要があるところ，法人の継続や受任事
件の引継ぎ等について，対策を講じる必要があるものと認識
している。

法務省としては，既に一人法人を許容している法人法制に
おける実例（注3） も参考にしつつ，関係団体などとも協議
しながら，依頼者の利益が不当に害されることのないよう努
めてまいりたい（注4） （注5） 。

(注1）死亡により社員が欠亡して解散した法人について，社会保険労

務士法（昭和43年法律第89号）に同様の規定がある。

(注2）現行法では，司法書士法人には，二人以上の社員がいることが
必要とされている（現行法第44条第2項） 。そして，社員が二人以

上いる司法書士法人では，社員のうち一人が死亡しても，他の社員が

法人の受任事務を行い，解散に至るまでに新たな社員を加入させるこ
とができるため，法人の継続の制度は設けられていなかった。

(注3）他に一人法人を認めているものとして，弁護士法（昭和24年

法律第205号）及び社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）
がある。
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(注4）会則上の手当の例として，一人法人を許容している社会保険労
務士法人については，全国社会保険労務士会連合会会則において，社
会保険労務法人の社員が一人となった場合には，予め，死亡により社
員が欠亡した際に新たな社員として加入することを予定する後継候補
者を法人名簿に登載しなければならないこととする（同会則第39条
の4第4項） といった会則上の手当がされている。

(注5）死亡による社員の欠亡時における解散・清算手続
社員の死亡による欠亡により，法人は解散する（司法書士法第44
条第2項） 。この際，死亡した社員の相続人は，死亡した社員の社員
としての地位を相続することはない。もっとも，死亡した社員の退社
員としての権利義務は承継することとなり，例えば，死亡社員の持分
の払戻請求権，社員の負担すべき法人の債務などは承継する。

また，清算手続を実施する清算人は利害関係人の申立てにより裁判
所が選任する（司法書士法第46条第3項において準用する会社法第
647条第3項， 司法書士法第47条第1項第7号参照） 。

清算に係る計算承認は，退社員の地位を相続した相続人が行う （司
法書士法第46条第3項において準用する会社法第667条第1項参
照） 。

計算承認により清算は結了し，法人の法人格は消滅する。

(参考）参照条文

菊T一

－3－

改正法 現行法

(解散）

第四十四条司法書士法人は、次

に掲げる理由によって解散する。
一

一

一

定款に定める理由の発生

総社員の同意

(解散）

第四十四条 （同上）

－～六 （同上）



三他の司法書士法人との合1チ

四破産手続開始の決定

五解散を命ずる裁判

六第四十八条第一項第三号α

志による躍散の処分

菫|ノ

胄算人1コ

室一頂竺

-h上目0

員の権利を行使する老

ている場合にはその者1

一

めらオ

7】

○新土地家屋調査士法

－4－

(新設）

2 司法書士法人は、前項の規定
■■I■■■■■■■

による場合のほか、社員が一人に

なり 、 そのなった日から引き続き

六月間その朴員が二人以卜になら

なかった場合においても、その六

月を経過した時に解散する。

3 （略）

4 （略）

（新設）

改正法 現行法



'--九条調査士法人に

5理由によって解散す

菅數にF芦ある理由の零

三他の調査士法人と

四破産手続開始の決

五解散を命ずる裁半’

六第四十三条第一曜

市による躍散の処分

力み-垂1チ

〃
″
乳
一
生

h_JRO
－

右a－Z

勉
鄙
一

駒F,』 号合にはその毛

－5－

(解散）

第三十九条 （同上）

一～六

(新設）

2
■■■■■■■■■■■

(同上）

調査士法人は、前項の規定に
よる場合のほか、社員が一人にな

り 垂 そのなった日から引き続き六

月間その社員が二人以上にならな

かつた場合においても、その六月

を経過した時に解散する。

3 （略）

4 （略）

（新設）



○会社法（平成十七年法律第八十六号）

（清算持分会社の能力）

第六百四十五条前条の規定により清算をする持分会社‘定により清算をする持分会社（以下「清算持

清算の目的の範囲内において、清算が結了す分会社」 という。 ）は、清算の目的α

るまではなお存続するものとみなす。

－6‐

させて調杳士法人を継続すること

ができる。



(対区画｡副大臣政務官） 民事局作成
4月1 1日（木）参・法務委 糸数慶子議員（沖縄）

10問司法書士や土地家
戒等に閏する大臣の権
権限を法務局又は地方
することを想定してい

’

〔答〕

｜ 改正法案においては，法務省令により，懲戒に閨

する法務大臣の権限の一部を法務局又は地方法務

局の長に対して委任することを許容する規定を設
’十でい島（司洪妻士法笛71条の2．土地家屋調査

1

けている（司法書士法第71条の2，土地家屋調査

士法第66条の2） 。

この規定に基づいて法務局又は地方法務局の長

に委任する権限としては，

①法令違反の事実があると思料するときに国民
が行う通知等の受領の権限（司法書士法第49条

第1項，土地家屋調査士法第44条第1項）

②懲戒事案の事実についての必要な調査Q進､星
（司法書士法第49条第2項，土地家屋調査士法

第44条第2項）

③懲戒処分をしようとするときにする聴聞の手
土地家屋続の権限（司法書士法第49条第3項，

調査士法第44条第s項）

1



を想定している（注） 。

2法務大臣として，改正法案の趣旨を踏まえつつ，

司法書士及び土地家屋調査士について,懲戒手続の

適正・合理化を実現することができるように努めて

塗上山三:」

(注）法務省令によって法務局・地方法務局の長に委任する
のは，飽くまでも事実の調査などの法務大臣の権限の一部
に止めることを想定しており，事実の認定や処分の量定の
権限については，法務大臣が行使することを予定している

(参考）参照条文
〆

）新EL

2

改I三法 現行法

(懲戒の手続）
第四十九条何人も、司法書
士又は司法書士法人にこの
法律又はこの法律に基づく
命令に違反する事実がある
と思料するときは、 法務大臣

に対し、当該事実を通知し、
適当な措置をとることを求
めることができる。

2前項の規定による通知
があったときは、 法務大臣

は、通知された事実について
必要な調査をしなければな

(懲戒の手続）
第四十九条何人も、司法書
士又は司法書士法人にこの
法律又はこの法律に基づく
命令に違反する事実がある
と思料するときは、 当該司法
書士又は当該司法書士法人
の事務所の所在地を管轄す
る法務局又は地方法務局の

長に対し、当該事実を通知
－

し、適当な措置をとることを
求めることができる。
2前項の規定による通知
があったときは、 同項の法務
局又は地方法務局の長は、通
知された事実について必要



3

らない。

3法務大臣は、 第四十七条
第一号若しくは第二号又は

前条第一項第一号若しくは

第二号に掲げる処分をしよ
うとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号）
第十三条第一項の規定によ
る意見陳述のための手続の
区分にかかわらず、聴聞を行
わなければならない。
4． 5 （略）

な調査をしなければならな
い。

3 法務局又は地方法務局

の長は、
－

第四十七条第二号又
は前条第一項第二号若しく
は第二項第二号の処分をし
ようとするときは､行政手続
法（平成五年法律第八十八
号)第十三条第一項の規定に
よる意見陳述のための手続
の区分にかかわらず､聴聞を
行わなければならない。
4．5 （同上）

(権限の委任）
第七十一条の二 この法律
に規定する法務大臣の権限
は、法務省令で定めるところ
により、法務局又は地方法務
局の長に委任することがで
きる ○

(新設）

改
■■■■■

_L三法 王
一乱行法

(懲戒の手続）
第四十四条何人も、調査士
又は調査士法人にこの法律
又はこの法律に基づく命令
に違反する事実があると思
料するときは、 法務大臣に対
し、当該事実を通知し、適当
な措置をとることを求める
ことができる。

(懲戒の手続）
第四十四条何人も、調査士
又は調査士法人にこの法律
又はこの法律に基づく命令
に違反する事実があると思
料するときは、 当該調査士又
は当該調査士法人の事務所
の所在地を管轄する法務局
又は地方法務局の長に対し、
当該事実を通知し､適当な措
置をとることを求めること



ができる。
2前項の規定による通知
があったときは、同項の法務

2前項の規定による通知
があったときは、法務大臣

局又は地方法務局の長は､通は、通知された事実について
必要な調査をしなければな
らない。

知された事実について必要

な調査をしなければならな
い。

3法務局又は地方法務局3法務大臣は、第四十二条
の長は､第四十二条第二号又第一号若しくは第二号又は

可

前条第一項第一号若しくは は前条第一項第二号若しく
第二号に掲げる処分をしよ は第二項第二号の処分をし

ようとするときは､行政手続
法（平成五年法律第八十八
号)第十三条第一項の規定に

うとするときは、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）
第十三条第一項の規定によ
る意見陳述のための手続の
区分にかかわらず、聴聞を行
わなければならない。
4． 5 （略）

行わなければならない。
4． 5 （同上）

(権限の委任）
(新設）第六十六条の二この法律

に規定する法務大臣の権限
は、法務省令で定めるところ
により、法務局又は地方法務
局の長に委任することがで
きる。

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯 － 1】
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